
○ラッシュジャパン STEP50奨励措置について  

○奨励金関係  
単位：万円  

ラッシュジャパンの  
旧STEP50による   新STEP50による  

投資額  
奨励金額   奨励金額  

（現認定）   （仮試算）   

土地   4，700   470   470   

家屋   400，000   40，000   0   

償却資産   100，000   10，000   0   

雇用   （50人）   2，100   1，500   

計  504，700  （※）52，100   1，970   

（※）土地、家屋、償却資産I＝係る旧STEP50奨励金（施設整備奨励金）   
の限度額が5億円のため、   
施設整備奨励金5億＋雇用奨励金2，100万円  

○不均一課税（固定資産税・都市計画税を5年間2分の1に減免）  

旧STEP50による  新STEP50による  

不均一課税   不均一課税  

（現認定）   （仮）   

土地   
該当   該当  

家屋  
該当   該当   

償却資産   
該当   非該当  


